
２０２５年４月１日 

 

 

京成建設株式会社行動計画 

 

 

 

１．計画期間  ：  ２０２５年４月１日～２０３０年３月３１日 

 

２．内  容 

  「次世代育成支援対策推進法」に基づき「一般事業主行動計画」 

 

３．目標及び対策 

目標１．育児関連制度の周知及び利用促進 

   ＜対策＞ 計画期間における男性の平均育児休業取得率を２５％以上とする。 

 

   目標２．労働時間削減への取組み及び休暇取得の推進 

   ＜対策＞ フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休 

        日労働の平均合計時間数を５％削減する。 

 

   目標３．就業機会の提供を目的としたインターンシップの実施 

   ＜対策＞ 若年者に対し、インターンシップ等の受入を推進し就業体験の機会と 

適正な募集・採用機会の確保を図る。 

 

 

 

以 上 

 


